
 

    徳島市農業委員会総会 議事録 

１ と き 
令和５年１１月２７日（月）   開会 午後 ３時３０分 

閉会 午後 ４時１５分 

２ ところ     徳島市役所 １３階 大会議室 

３ 議 長 会長職務代理者  金澤 敬治 

４ 出席者 

 

 

 
 

＜農業委員＞ 

  １番委員  岸本  昇  ２番委員   瀬畑 俊夫   ３番委員   佐野 泰弘 

  ４番委員  野口 俊廣   ５番委員   大貝 美治   ６番委員   金澤 敬治 

  ７番委員  宮崎  学   ８番委員   久米 裕純  ９番委員  川人 泰博 

 10番委員  佐々木永薫  11番委員  板東美佐緒  12番委員   坂東 賢二 

 13番委員  石田 幸夫  14番委員  植田美惠子  15番委員  廣瀬 長市 

 16番委員  谷川 興一  17番委員  鎌田 良仁  18番委員  政岡   茂 

19番委員   市岡 沙織 

 ＜農地利用最適化推進委員＞ 

４番委員  山本 美香   ５番委員  長谷川豊司   ９番委員  井原 一成 

10番委員  奥田 雅之 14番委員   鈴木 隆大 17番委員  近藤 和隆 

18番委員  赤川  勉 

５ 欠席者 ＜農地利用最適化推進委員＞  

12番委員   森  政雄 

６ 欠 員 なし 

７ 議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議案件 

（農地関係議案） 

第 1号議案  農地法第３条の規定による許可申請の審議について 

第 2号議案  農地法第５条の規定による許可申請の審議について 

第 3号議案    非農地証明願の審議について 

第 4号議案    非農地通知の審議について 

第 5号議案    相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について 

第 6号議案    農用地利用集積計画の承認について 

 報告事項 

（農地関係）  

 １．農地法第３条の３の規定に基づく権利取得の届出について 

 ２．農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について 

 ３．農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用の届出について 

４．農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出について 

５．農地法第１８条第６項の処理について 

６．農地であることの証明について 

７．地目変更登記に係る照会に対する回答について 

８．転用届の取消について（５条届出） 

（農政関係） 

1．令和６年度に向けた農業施策等の市長提言に対する回答について 

２．２０２４年度徳島県重点農業施策に関する政策提案について 
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（開会 午後３時３０分） 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、定例総会を始めます。本日の議長は会長職務代理者の金澤委員が務める

こととなっております。進行をよろしくお願いします。 

 

ただ今から、令和５年１１月徳島市農業委員会総会を開会いたします。本日の総会

は、農業委員１９名全員が出席しており、会議が成立しております。 

はじめに、議事録署名者の選任についてですが、総会議事規則第１０条の規定によ

り、議長が指名します。議席番号７番宮崎学委員と、議席番号１６番谷川興一委員の

両名を指名します。よろしくお願いします。 

それでは、これより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、

よろしくお願いいたします。では、第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請

の審議を開始します。事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請について御説明し

ます。議案書１ページを御覧ください。全ての申請について法定の添付書類は整って

おります。農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられな

いと思われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺

への支障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。なお、許可の適否にあたり、

不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき事項のある案件については、個

別に説明をさせていただきます。 

１番は、譲渡人から譲受人へ、同一世帯内での部分贈与で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後２５６ａに至り、譲受人は対象地におい

て、ネギの栽培を行うとのことです。 

２番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後３８ａに至り、譲受人は対象地において、

水稲の栽培を行うとのことです。 

３番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地５筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後２０７ａに至り、譲受人は対象地におい

て水稲とスダチの栽培を行うとのことです。 

４番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後８９ａに至り、譲受人は対象地において、

水稲の栽培を行うとのことです。 

５番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後２７８ａに至り、譲受人は対象地におい

て、水稲の栽培を行うとのことです。 

６番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地２筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後５８ａに至り、譲受人は対象地において、

野菜の栽培を行うとのことです。 

７番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後１２３ａに至り、譲受人は対象地におい

て、野菜の栽培を行うとのことです。 

８番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地１筆の所有権を移

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後9ａに至り、譲受人は対象地において、

水稲の栽培を行うとのことです。なお、譲受人は新規就農者であるため、南井上地区

で新規就農面談を行いました。 

９番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望による売買で、農地２筆の所有権を移
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議長 

 

 

 

転するものです。譲受人の耕作面積は許可後１７ａに至り、譲受人は対象地において、

ブロッコリーの栽培を行うとのことです。なお、譲受人は新規就農者であるため、北

井上地区で新規就農面談を行いました。 

１０番は、譲渡人から譲受人へ、療養・その他生活資金の為の売買で、農地１筆の

所有権を移転するものです。譲受人の耕作面積は許可後１０㎡に至り、譲受人は対象

地において、ナスやジャガイモなどの野菜の栽培を行うとのことです。なお、譲受人

は、新規就農者となりますが、対象地の面積が１０㎡と極めて小さいことから、地区

委員さんの了承を得たうえで、新規就農者面談を実施しないこととしました。 

第１号議案は以上１０件で、対象地は、田３,６４６㎡、畑３,４１６.０７㎡、合計

７,０６２.０７㎡です。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、新規就農面談を行ったということですので、まず、実

際に審査にあたった委員さんより、御意見をいただきたいと思います。それでは、８

番の新規就農面談に参加していただいた、南井上地区の鎌田委員さん、新規就農計画

の内容等について、御心証などはいかがでしたでしょうか。 

 

１１月１３日の午後２時から８番案件で新規就農面談を実施いたしましたので報

告します。参加者は、近藤推進委員と私の委員２名、譲受人１名、事務局２名の５名

です。譲受人は、これまでも、南井上地区に在住している親戚の農地で、農業の手伝

いをしていたが、今回、道路に面した農地が売られていることを知り、これを機会に

農地を購入し、本格的に農業を始めてみることを考え、今回の申請に至ったものです。

申請地は県道徳島・鴨島線に面しており、交通の便は良く、今回の購入面積は狭いも

のの、北側には、親戚の所有する農地があり、本案件が許可されれば、親戚の農地と

併せて水稲の栽培を行うとのことです。今回の新規就農計画等に問題はなく、南井上

地区の委員は一致して、問題ないのではないかとの心証を持ちました。報告は以上で

す。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。続きまして９番案件の新規就農面談に参加していただい

た、北井上地区の政岡委員さん、新規就農計画の内容等について、御心証などはいか

がでしたでしょうか。 

 

１１月１４日の午前１０時から９番案件で新規就農面談を実施いたしましたので

報告します。参加者は、私と譲受人１名、事務局２名の４名です。譲受人は、友人が

農業をしていることから、その手伝いを３年程度続けていたが、北井上地区で、住宅

と農地が売られていることを知り、これを機会に本格的に農業を始めてみようと考

え、今回の申請に至ったものです。申請地の２筆は多少、離れているものの同じ北井

上地区であることから営農に影響はないと思われ、環境面も特に問題はないと思われ

ます。本案件が許可されれば、譲受人は、北井上地区へ移住し、作物については、ブ

ッロコリーの栽培を行うとのことです。今回の新規就農計画等に問題はなく、北井上

地区の委員として、問題ないのではないかとの心証を持ちました。報告は以上です。

よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。新規就農面談に参加されました委員からの意見は以上で

すが、その他、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員の皆様、御意見、

御質問はありませんか。 

それでは、特に御発言が無いようですので採決いたします。 
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第１号議案の農地法第３条の規定による許可申請は、全案件を許可することに異議

はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第１号議案については全案件を許可することに決

定いたしました。続きまして、第２号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審

議を開始します。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第２号議案、農地法第５条の規定による許可申請について、御説明します。

議案書４ページをお開きください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。使用貸

借権を設定し、借人が農家の世帯分離住宅に転用するものです。 

２番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。借人は、

小学校のPTAであり、使用貸借権を設定し、露天駐車場として３年間、一時転用す

るものです。 

３番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に該当します。譲受人

は建築業を営んでおり、所有権を移転し、露天資材置場に転用するものです。 

以上、全案件につきましては、農地法に規定されている立地基準及び一般基準にお

いて、許可要件を満たしているものと思われます。また、転用目的が、駐車場・資材

置場となっている案件については、太陽光設備認定をとっていないことを確認済で

す。 

第２号議案は全３件で、地目は、田が９１５㎡、畑が８４６㎡です。転用目的の内

訳は、住宅用地２００㎡、駐車場・資材置場が１,５６１㎡となります。 

以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局からの説明は以上ですが、全案件について申請地区の委員さん、他の委員の

皆様、御意見・御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第２号議案の農地法第５条

の規定による許可申請については、全案件を許可することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第２号議案は、全案件を許可することに決定いた

しました。続きまして、第３号議案、非農地証明願の審議を開始します。それでは事

務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第３号議案、非農地証明願について御説明いたします。議案書５ページを

御覧ください。 

１番の申請地は、公共投資の対象となっていない第２種農地に区分されます。申請

地は昭和６１年頃より居住用建物の住宅用地として利用されているとのことです。 

１番は、農地として機能していない状態が継続しており、非農地化の確認資料とし

ましては、平成１４年５月１３日撮影の航空写真があり、また、現地が非農地化して

いることを現地調査でも確認しております。 

第３号議案は１件で、対象地は田のみ１５㎡です。以上で説明を終わります。御審

議をよろしくお願いします。 
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事務局の説明は以上ですが、本案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第３号議案の非農地証明願

については、本案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第３号議案については、本案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。続きまして、第４号議案、非農地通知の審議を開始しま

す。それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第４号議案、非農地通知について、御説明いたします。議案書６ページを

御覧ください。 

１番から３番は、入田地区で、９月１５日に実施した農地パトロールの際に状況を

確認しております。１番から３番は、人が進入することもできないほど、雑木等が繁

茂し、農業用機械による耕起・整地が困難であることから、農地に復元するための物

理的な条件整備が著しく困難な状態であると認められます。 

第４号議案は、以上３件で、対象地は田５９７㎡、畑３２２㎡、合計９１９㎡です。

御審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第４号議案の非農地通知に

ついては、全案件を非農地と承認することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第４号議案については、全案件を非農地と承認す

ることに決定いたしました。なお、この議決により、所有者及び関係各所に非農地通

知を送付することになります。続きまして、第５号議案、相続税の免除予定事案に係

る特例農地利用状況の確認についてを開始します。それでは事務局より、議案の説明

をお願いします。 

 

それでは第５号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況について御説

明いたします。議案書７ページを御覧ください。 

１番は、分筆後、売却している箇所がありますが、その他の農地は問題なく耕作を

継続しております。 

２番は、すべての農地で問題なく耕作を継続しております。 

第５号議案は以上２件で、税務署あてに報告しようとするものです。対象地の面積

は、田２３,６５１㎡、畑１９１㎡、計２３,８４２㎡です。御審議をよろしくお願い

します。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員

の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第５号議案の相続税の免除
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予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全案件を承認することに異議は

ございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第５号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。続きまして、第６号議案、農用地利用集積計画の承認についての審

議を開始します。なお、本号の審議に先立ち、委員が関係者となる案件が含まれてお

ります。農業委員会法第３１条に定める、議事参与の制限の規定に基づき、     

板東美佐緒委員に御退席をお願いいたします。なお、審議終了後に、入室・着席をし

ていただきます。 

それでは事務局より、議案の説明をお願いします。 

 

それでは第６号議案、農用地利用集積計画について御説明します。議案書８ページ

をお開きください。全ての申請について、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正す

る法律附則第５条第 1 項により従前の例によるとされた、改正前の農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項に定める、利用権設定に関する要件はすべて満たしていると

思われます。今月は新規設定が１６件、再設定が１９件で合計３５件となっており、

そのうち、賃貸借権が２０件、使用貸借権が１５件となっております。設定しようと

する土地での地区別の内訳は、１番から４番が、多家良地区１６筆・４件、５番と  

６番が、勝占地区５筆・２件、７番が、上八万地区５筆・１件、８番と９番が、入田

地区４筆・２件、１０番が、応神地区２筆・１件、１１番と１２番が、川内地区２筆・

２件、１３番から１７番が、国府地区７筆・５件、１８番から２１番が、南井上地区

６筆・４件、２２番から３５番が、北井上地区・２７筆・１４件となっております。 

利用権設定については以上で、田３５筆３３ ,５３４ .４１㎡、畑３９筆      

５０,０６２.３５㎡の合計７４ 筆８３,５９６.７６㎡となります。 

第６号議案の農用地利用集積計画についての説明は以上です。御審議をよろしくお

願いします。 

 

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、 申請地区の委員さん、他の委

員の皆様、御意見、御質問はありませんか。 

それでは、御発言が無いようですので採決いたします。第６号議案の農用地利用集

積計画については、全案件を承認することに異議はございませんか。 

 

異議無し 

 

異議がないということですので、第６号議案については全案件を承認することに決

定いたしました。参与制限により退席しています委員が、着席するまでお待ちくださ

い。引き続き、農地関係の報告事項に移ります。事務局の説明をお願いします。 

 

それでは報告事項について説明します。議案書1３ぺージを御覧ください。 

１番は、農地法第３条の３の規定に基づく権利取得の届出についてです。１４ペー

ジにわたり相続による権利取得７件受理しました。 

１５ページを御覧ください。２番は、農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決

定及び指令書の交付についてです。１件交付しました。 

１６ぺージを御覧ください。3番は、農地法第４条第１項第７号の規定による農地
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転用の届出についてです。２件受理しました。 

１７ページを御覧ください。4番は、農地法第５条第１項第６号の規定による農地

転用の届出についてです。１９ページにわたり１１件受理しました。 

２０ページを御覧下さい。5番は、農地法第１８条第６項（合意解約）の処理につ

いてです。４件受理しました。 

２１ページを御覧下さい。6番は、農地であることの証明についてです。１件証明

しました。 

２２ページを御覧ください。７番は地目変更登記に係る照会に対する回答について

です。３件回答しました。 

２３ページを御覧ください。８番は転用届出の取消、５条についてです。１件受理

しました。 

報告事項の説明については以上です。 

 

農地関係の報告は以上ですが、何か御意見等はございませんか。 

特にないようですので、次の農政関係の報告へ進めます。報告事項⑴、「令和６年

度に向けた農業施策等の市長提言に対する回答について」および報告事項⑵、「２０

２４年度徳島県重点農業施策に関する政策提案について」をまとめて事務局から説明

を受けたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

それでは、農政報告の⑴、市長提言回答について、御報告いたします。郵送してお

りました「報告 （農政関係）」という資料を御覧ください。 

９月２６日、川人会長はじめ役員６名で内藤市長に提言を行いました各項目につき

まして、１１月９日付けで回答がありましたので、順に報告をいたします。 

１ページをお開きください。 

一つ目は、「都市農業の振興について」ということで、税の軽減措置をはじめとし

た市街化区域内農地の維持のための支援を都市農業振興基本法に基づく「地方計画」

策定するなど対応を要望いたしました。それでは回答を読み上げます。 

――― 読み上げ ――― 

という回答でした。 

続きまして２ページを御覧ください。二つ目の「遊休農地解消に向けた取組みにつ

いて」は、担い手が解消し借り受ける場合の補助事業の実施や、作物研究、農地法に

基づく措置命令等の検討を要望いたしました。 

それでは、回答を読み上げます。 

――― 読み上げ ――― 

という回答であります。 

なお、回答文中の「中間管理機構が実施する遊休農地解消緊急対策事業」について

は、昨年度からの国の補助金事業で、事業主体は中間管理機構です。また、「耕作放

棄地再生支援事業」については、本日チラシをお配りしておりますので御覧ください。

県の補正予算で今年の１０月半ばから始まったようです。借り手が農地パト対象の遊

休農地を借りて、再生して作付けした場合に、その再生費用を補助してくれますが、

中間管理機構を通じた貸借契約が必要です。 

最後に４ページ、三つ目の「担い手等の育成・支援について」については、農業経

営が厳しい中での担い手の育成・支援を３点要望いたしました。 

それでは回答を読み上げます。 

――― 読み上げ  ――― 

という回答です。 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長提言に対する回答の報告は以上です。 

続きまして、農政報告⑵の「２０２４年度徳島県重点農業施策に関する政策提案」

につきまして御報告いたします。 

資料の「報告２」を御覧ください。これは８月総会の議案でも取り上げましたが、

県の農業会議が各市町村の農業委員会の意見を集約して実施したもので、提言内容と

知事のコメントについて掲載しております。 

９月２９日、県庁におきまして、１枚めくると出席者一覧も付いておりますが、徳

島県農業会議の副会長であります本委員会の川人会長はじめ８名が参加し、実施され

ました。 

出席者の一覧の次に「２０２４年度徳島県重点農業施策に関する政策提案の概要」

というのがありますが、飛ばしまして次の大きな表題の書いてある小冊子を御覧くだ

さい。１枚めくって、「はじめに」というのがありますがさらに１枚めくっていただ

いて、「目次」を御覧ください。最後の農業委員会組織の体制強化を含め、大きく５

項目について、提言を行っております。 

本農業委員会も、８月総会で「県への提言」として議決し、県農業会議へ意見を提

出しておりました。 

１ページを御覧ください。「危機事象に対応した本県農業の強靭化」ということで、

今の資材高騰対策や適正な農畜産物の価格形成の仕組みの構築、米の消費拡大やブラ

ンド化に関して提言がされております。 

本委員会からは、米の本県独自品種の開発推進をお願いしておりましたが、３番の

最後の文章で、そのまま表現され、提言されております。 

続いて、２ページでございますが、大きな２番として、「『攻めの農林水産業』に

向けた生産力・販売力の強化」ということで、輸出拡大やスマート農業の活用、大阪・

関西万博の機会をとらえた県のブランドＰＲ、土地生産基盤の整備、農地中間管理機

構の体制強化について、提言されております。３番の「生産基盤への投資拡大」の最

後の段落については、本市から提出した「ため池の機能の修復」についての意見が採

用されております。 

また、３ページの４番についても本市から提出した「農地中間管理機構の活用推進」

についての意見が反映されている提言になっております。 

４ページに移ります。大きな３番、「労働力・後継者不足対策の推進」ということ

で、５ページにかけまして新規就農者の確保への取組み強化、第三者継承の推進、女

性農業者の活動支援、多様な人材活用への情報発信や指導者育成などが提言されてお

ります。 

６ページでは、「持続可能な農林水産業の実現」として、「みどりの食料システム

戦略」の推進や「エシカル農産物」の生産拡大、鳥獣害対策の強化が提言されており

ます。 

また、７ページでは「農業委員会組織の体制強化」ということで、関連の予算確保

や体制強化、現場活動の省力化を要求するとともに、営農型太陽光発電施設の適切な

設置運用について提言しております。 

提言の内容については以上になりますが、これを受けての知事のコメントが先ほど

飛ばしました「２０２４年度徳島県重点農業施策に関する政策提案の概要」の資料に

ありますので、読んでいただけたらと思います。 

なお、この概要の一番下に「４番意見交換」との記載がありますが、川人会長もこ

れらの件について色々と意見をしてくださったようでございます。お世話になりまし

た。 

それでは、簡単ではございますが、政策提案の説明について、報告を終わります。 
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只今の説明につきまして、御意見、御質問等はございませんか。 

それでは、御意見がないようですので以上をもちまして、令和５年１１月徳島市農

業委員会総会を閉会いたします。次回は１２月２０日水曜日の開催予定となっており

ますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


